
「介護給付費等に係る支給決定事務等について」や「障害児通所給付費に係る通所給付決定

事務等について」（以下、事務処理要領）にあるとおり、支給決定者・支給決定保護者（以下、

支給決定者等）が複数の事業所からサービスを利用する場合、利用者負担上限月額を超えて利

用者負担額を支払うことが無いようにするための管理事務が必要になります。 

 利用者が利用者負担上限額管理の対象者かどうかを確認するためには、受給者証の利用者負

担上限額管理対象者欄や事業者記入欄を確認したり、保護者にどんなサービスや事業所を使っ

ているか尋ねたりすることが必要です。 

 

利用者負担上限額管理について 

＜障害児・利用者負担上限月額 4,600 円・複数事業所を利用する場合＞ 

障害福祉サービス［青］、障害児通所支援［黄］の受給者証ごとに利用者負担上限額管理

者を設定する。 

パターン１ 利用事業所 管 理 の
必要性 

必要な届出（保護者→区） 管理結果額例 

障害福祉サービ

ス ［青］ 

Ａ、Ｂ、Ｃ ○ Ａ利用者負担上限額管理

事務依頼（変更）届出書 

（4,600 円） 

障害児通所支援 

［黄］ 

Ｄ、Ｅ，Ｆ ○ Ｄ利用者負担上限額管理

事務依頼（変更）届出書 

（4,600 円） 

合計 （9,200 円） 

⇒一時的に利用者負担上限月額（4,600 円）を上回る利用者負担を支払っているため、利用

者負担上限月額を超えた分については、申請を行い差額の支給を受ける。 

 

パターン２ 利用事業所 管 理 の
必要性 

必要な届出（保護者→区） (1 割負担額例) 

管理結果額例 

障害福祉サービ

ス ［青］ 

Ａ 

 

× ― （4,600 円） 

障害児通所支援 

［黄］ 

Ｄ、Ｅ、Ｆ ○ Ｄ利用者負担上限額管理

事務依頼（変更）届出書 

（4,600 円） 

合計 （9,200 円） 

⇒一時的に利用者負担上限月額（4,600 円）を上回る利用者負担を支払っているため、利用

者負担上限月額を超えた分については、申請を行い差額の支給を受ける。 

 

利用事業所である（Ａ、Ｂ、Ｃ）や（Ｄ、Ｅ、Ｆ）の中でどの事業所を上限管理事業所に

設定するかについては事務処理要領を参照してください。 

 

障害福祉サービス[青]と、障害児通所支援[黄]では、それぞれ受給者証ごとに利用者負担

額上限管理を行うものの、この２つを合算した後の利用者負担額上限管理は行うことができ
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利用者負担上限額管理と千葉市地域生活支援給付の統合上限額管理について 

 



ません。そのため、障害福祉サービス［青］、障害児通所支援［黄］の利用者負担額を合算

した額が、基準額を超える場合、超えた分は、償還払いにより、千葉市から直接支給決定者

等へ返還します。この場合、支給決定者等から区高齢障害支援課への申請が必要です。（高

額障害福祉サービス費・高額障害児通所給付費）（別紙１参照） 

 

＊障害児通所支援[黄]に係る多子軽減措置対象者について 

第２子軽減対象児童の場合：受給者証に記載された利用者負担上限月額により、上限額管

理を行ってください。 

第３子以降軽減対象児童の場合：上限額管理は不要です。 

  

統合上限額管理について 

統合上限額管理とは、千葉市地域生活支援給付[ピンク]の上限管理を行うことです。統合

上限額管理においては、障害福祉サービス［青］や障害児通所支援［黄］を利用している場

合、それらの利用者負担額を合算し、千葉市地域生活支援［ピンク］の利用者負担額を決め

ることになります。 

＜障害児・利用者負担上限月額 4,600 円・複数事業所を利用する場合＞ 

すでに、障害福祉サービス［青］・障害児通所支援［黄］において、上限額管理者が設定

されている場合は、そのいずれかが統合上限管理を行ってください。（どちらにも上限管理

者が設定されていた場合、［黄］を優先します。） 

パターン１´ 利用事業所 管理の必
要性 

必要な届出（保護者→区） 管理結果額例 

障害福祉サービ

ス ［青］ 

Ａ、Ｂ、Ｃ ○ Ａ利用者負担上限額管理

事務依頼（変更）届出書 

4,600 円） 

障害児通所支援

［黄］ 

Ｄ、Ｅ，Ｆ ○ Ｄ利用者負担上限額管理

事務依頼（変更）届出書 

 

4,600 円） 

千葉市地域生活

支援 

［ピンク］ 

Ｇ、Ｈ、Ｉ ○ 

（統合） 

 

 

Ｄ´利用者負担上限額管理

事務依頼（変更）届出書（地

域生活支援給付） 

 

 

 

0 円） 

合計 （9,200 円） 

⇒一時的に利用者負担上限月額（4,600 円）を上回る利用者負担を支払っているため、利用

者負担上限月額を超えた分については、申請を行い、差額の支給を受ける。 

  

Ｄ´が統合上限管理を行います。 

地域［ピンク］の登録が別途必要です。 



＜障害児・利用者負担上限月額 4,600 円・[青]と[黄]に上限額管理者がいなかった場合＞ 

障害福祉サービス［青］、障害児通所支援［黄］、千葉市地域生活支援［ピンク］をそれぞ

れ、１事業所ずつしか使っていなかった場合。 

⇒［青］も［黄］も上限額管理者がいないため、［ピンク］Ｇが統合上限額管理を行ってく

ださい。 

パターン３ 利用事業所 管理の必
要性 

必要な届出（保護者→区） (1 割負担額例) 

管理結果額例 

障害福祉サービ

ス ［青］ 

Ａ 

 

× ― （2,300 円） 

障害児通所支援

［黄］ 

Ｄ × ― （2,200 円） 

千葉市地域生活

支援 

［ピンク］ 

Ｇ ○ 

（統合） 

Ｇ利用者負担上限額管理

事務依頼（変更）届出書

（地域生活支援給付） 

100 円  

合計 （4,600 円） 

⇒この場合、管理結果額合計が 4,600 円で負担上限月額の範囲内であるため、高額障害福祉

サービス費等の申請は不要。 

 

 

※その他、事務処理要領や別添資料（平成２４年３月２７日事業所説明会資料・資料５－１、

資料５－２）を参照の上、事務を行ってください。 


